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賃対ニュース 

横浜市新庁舎新築工事 

建設キャリアアップシステムに登録をしよう！ 

２０１９年度賃金対策部  第１０号 

   建設キャリアアップシステム通信2020.2 
2019年12月31日の登録数（ＩＤ発行数）は 

・技能者情報登録 全 国167,397件（神奈川 12,511件） 

・事業者情報登録 全 国30,704件（神奈川 2,335件） 

国交省登録目標は2019年度末技能者100万人、事業者13万社としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能力評価に応じた賃金支払いに向けて職種ごとの処遇目標を2019年度内に設定 

    

建退共とは 
 建設業退職金共済（建退共）は建設業で働く人たちのた

めに国によって設立された退職金制度です。2019年現

在、神奈川県で約71,000人、全国で210万人の建設技能

労働者が手帳を持っています。 

 同じ事務所で継続して働き、退職金も事業所ごとに支給

を受ける他産業と異なり、建設業で働く人たちは現場や事

業所を頻繁に変えながら働いていることが多いため、個別

の事業所から退職金を受け取るということは難しい状況に

あります。 

 建退共は、建設産業すべてを対象として、「共済手帳」に

働いた日数に応じて「証紙」を貼っていくことで掛け金を積

み立てていく制度です。共済手帳の交付を受けていれば、

いつ・どこの現場・事業所で働いても、働いた日数に応じた

掛け金を加算します。 

 退職時には、「建設業で働いた期間」全体が退職金の対

象になります。一人親方は、組合員の方であれば手帳を持

つことができます。ご自身で掛け金を積み立てて行く形式

となりますが、建退共の運用利率（2019年現在3・0％）は

他の制度と比べてかなり有利となっています。 

 また、事業所が従業員に貼付する場合の掛金は損金扱

いで経費算入が可能です。 

2021年10月に向けて利率見直しの議論はじまる 
 建退共の予定運用利率は現行3.0％となっていますが、

2021年10月の実施予定で掛金日額と予定運用利回り変

更を検討し議論がはじまりました。共済掛金の運用資産は

2018年度末9873億円、運用先は運用資産残高の2/3が

国内債券、生保運用となっています。国内株式、外国株式

は8.3％の運用比率です。国債10年金利は、平成20年度

（2008年度）に1.3％だったものが、平成30年度（2018年

度）にはゼロ金利政策による影響で0.0％となっており、現

状、運用収入が減少し、毎年90～100億円の損失がでて

います。その結果、2021年10月に掛金日額および運用利

回りの見直しの実施が予定をされています。  

 予定利回りを引き下げる場合には、260円6.6％、300円

4.5％、310円2.7％、310円3.0％等の掛金・運用利率の適

用を受けていた時期は引き下げにはなりません。 

建設労働組合からも委員を送り退職金引上げ等を

要望  
 労働政策審議会・勤労者生活分科会中小企業退職金

共済部会には全建総連からも委員を送り、以下を要望して

います。 

①2018 年10月に発表された「平成30年就労条件総合

調査結果の概況」（厚生労働省）によると、2017年の1年

間における勤続35年以上の定年退職者の学歴・職種別

退職金は次の通りです。 

大学卒（管理・事務・技術職）：1997万円（2156万円） 

高校卒（管理・事務・技術職）：1724万円（1965万円） 

高校卒（現業職）：1627万円（1484万円） 

 他産業平均からしても、建退共の退職金水準は低いの

で、新規加入者を増やすためにも退職金水準の抜本的な

引上げ、今回、利回りを引き下げるにしても、引き下げ幅を

抑えるべき。 

②建退共の新規加入者への掛金助成について、現在50

日分であるが、さらに拡充するべき。 

③掛金320円へ10円上乗せ案について、一人親方を中心

とした任意組合加入者の負担減になるような、優遇策等を

検討するべき。 

掛金が電子申請で納付可能（2021年3月導入予

定） 
これまでの共済手帳に共済証紙を貼り付ける方法に加

えて、事業主が雇用している労働者の就労日数をインター

ネットで建退共に送ることによって掛金が納められる「電子

申請方式」を導入することを予定しています。開始時期は

2021年3月頃を予定しており、2020年秋ころから半年間

実証実験をすることとしています。また、「共済証紙貼付方

式」については、長年の実績があり、建設業界に定着してい

ることからこれからも存続をしていきます。 

 さらに将来的には、建設キャリアアップシステムと連携し、

効率化がはかられる予定になっており、蓄積された就業履

歴データを取り込むことによって電子的に貼付が行われる

ことになっていきます。 

CCUSに連動した能力評価  
  建設キャリアアップシステムを

活用した建設技能者の能力評価

制度は、各専門工事業団体など

が務める能力評価実施団体が策

定する能力評価基準を基に４段

階のレベル分けを行うもので、建

設キャリアアップシステムに蓄積さ

れた就業日数や保有資格などの

経験・技能から客観的に評価され

ます。 

 登録基幹技能者制度があるす

べての職種（３５職種）で、今年度

内に能力評価基準の申請手続き

を完了させることが決定しており、

２０１９年１２月現在、▽鉄筋▽型枠

▽機械土工▽左官▽内装仕上

▽防水施工▽切断穿孔▽サッ

シ・カーテンウォール▽建築大工

▽トンネル▽圧接－－の計１１職種

が国交相から認定を受けていま

す。 

 

2019年度内に賃金額の設定

を開始  
  国土交通省は、建設技能者の

能力評価に対応した賃金の支払

いを実現するため、能力評価実施

団体に対して職種ごとの処遇目

標を２０１９年度内に設定するよう

要請しました。技能レベルごとの

年収を明確化させることで、若い

世代にキャリアパスを示し、新規

入職の促進や離職の防止に役立

てることが狙いになります。 

 

処遇改善の実現にむけて  
  明確化した処遇に基づいて元

請に必要額を請求することにより、

レベルに応じた賃金支払いの原

資となる適正な請負価格の確保

にもつながり、日建連の「労務費

見積り尊重宣言」などの取り組み

とあわせていくことによって処遇改

善と担い手確保の実現を目標と

していきます。 
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はじめに 
  建設産業における「働き方改革」と「担い手確保」のために、「社会保険加入」、

「週休2日確保」、「有給休暇取得」が大きな課題です。 

  「社会保険加入」については、2012年から国交省が取り組んだ加入推進で、組

合でも社保加入をすすめ、多くの仲間が社会保険に加入し、建設業は製造業並み

の加入率となりました。しかし、その一方で社保加入せずに一人親方・外注化が進

んだ一面もあります。今後、CCUSの登録が進むにつれ、一人親方や外注の適正雇

用化がすすんでいくことが考えられます。適正雇用化には、「週休2日確保」と「有給

休暇取得」の課題は避けて通れません。そこでこれらの課題と向き合っていくため

に、賃金を含めたコストや工期について考えてみたいと思います。 

 

１．長時間労働と休日が少ない建設現場 
 建設業の労働時間は年間、2100時間前後で推移しており、労働時間の削減が

進む他産業と比べ、格差が拡大しています。全産業平均と比較すると年間300時

間超の長時間労働になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  週休2日を確保できている割合は元請技術者が約25％、下請技術者約11％、

技能労働者約12％となっています。 

２．現在の年間就労日数について考える 
  年間の休日を、毎週日曜日、祝日、年末休暇3日、年始休暇5日、夏季休暇5日

で考えた場合、年間の就労日数は289日となります。そこに月に1回悪天候で休む

こと、ゼネコンの多くの現場で現在取り組まれている月1度の土曜閉所が実施され

ていることを考慮し、2019年現在、年間の就労日数を265日として考えます。 

 

３．給与について考える  
  2019年の神奈川建設労連の賃金アンケート結果から、日給月払いの労働者の

給与日額平均は17,026円（平均月額は369,701円）となりました。この給与額を

ベースに考えをすすめていきます。 

 

４．週休2日導入にともなう就労日数の減少について 
  2．の就労日数265日から、完全週休2日制を導入した場合、現在月1回の土曜

閉所が行われていること、土曜日に祝日が重なることを考慮し、年間で増える休日

（土曜閉所）は36日間（多少前後します）となります。265日から36日を除した日数

229日が完全週休2日をすすめた場合の年間就労日数となります。 

 

５．週休2日制導入にともなう就労日数減少と給与水準の維持について 
  完全週休２日制をすすめた年間229日就労で考えた場合、4．で出した現状の年

収４５１万円を維持したと仮定をすると、現状の賃金日額から15.7％アップの19,702

円が必要となります。 

  ここでの賃金上昇率は15.7％ですが、これだけではありません。技能者の適正雇

用を進めた場合、雇用形態は外注から雇用労働者となり、年次有給休暇5日の取

得を考えなければなりません。 

 

６．有給休暇取得と工期について 
  ここではさらに仮定の話となりますが、

現行、年間265日稼働で現場の工程が

まわっていると考えた場合、完全週休2

日では年間施工率は86％、有給休暇5

日を取得した場合は、84％となります。

現行6人の技能労働者で現場施工をし

ていた場合、完全週休2日制の実現へ

は、もう一人技能労働者を雇用しなけれ

ば、現行の施工水準には届きません。ま

たは、発注者が14％以上の工期延長を確保しなければなりません。 
  仮に有給休暇20日取得した場合は、現行の工期より22％延長しなければなりま

せん。 

 

まとめ 
  「働き方改革」による「週休2日制」の実施で、建設現場での就労日数は大幅に

減少することは確実です。さらにCCUSの導入で、外注から正規雇用に転換していく

ことになり、有給休暇、法定福利費等、事業主の負担は増えていきます。 

 しかし、今後、社会保険の適正加入を推進し、有給休暇の取得をすすめていかな

ければ建設産業は衰退をし、入職をしてくる若者はいなくなってしまう恐れがありま

す。 

 今、建設産業は大きな転換期を向かえています。CCUSの運用がはじまり、CCUS

に連動した能力評価の話し合いが行われています。その場には、建設労働組合の

代表が参加をし、組合側の要望を伝えています。神奈川土建ではCCUSの登録を

積極的にすすめ、能力評価にあった賃金を獲得できるよう様々な運動を今後も行っ

ていきます。 

 賃金やそれにともなうコスト増は事業主への負担増となりますが、積算をしていく場

でこのような費用増となることを考えるための参考としていただければと思います。 

平均賃金日額 年間265日稼働想定年収 週休2日制の就労日数 想定日給 上昇率 

17,026円 4,511,890円 229日 19,702円 15.71% 

  就労日数 施工率 

現行の就労 265日 100% 

完全週休2日 229日 86% 

有給休暇5日取得 224日 84% 

有給休暇20日取得 209日 78% 

神奈川県全産業（男子）と常用職人の年収比較（単位:万円） 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579740920/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90b3lva2VpemFpLm5ldC9hcnRpY2xlcy8tLzE2NjgxMz9wYWdlPTI-/RS=%5eADBeqY4eYDOkoYAdpmWxCKlTrZdfFQ-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTY1Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1RGeWZrNDFtb0FfO
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579740730/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90b3lva2VpemFpLm5ldC9hcnRpY2xlcy8tLzE2NjgxMw--/RS=%5eADBMpOw7MuF7F8OLXpidpeGSKlKM_g-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTUxJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1JUYVQwaWgyNUR0V1V2TzZoc

